
P196.                        内務部 
                                                                1962.2.3 
配信 配布処 参照 
題目 韓日会談韓国側諮問委設置に対する僑胞輿論 
 
韓日会談本会談時、在日僑胞地位問題に対する諮問機関として民団組織を代表して権逸、

金光男、鄭仁錫、民団系経済人を代表して徐甲虎、李慶佑など 5 名が本国政府から諮問委

員として委嘱されているが、最近日本の民団指導層では諮問機関程度で参与することを不

満足に思い、積極的に同問題事前協議(作戦)に参与するようにと本国政府に要請する計画を

しているが、万一それ以上の自決権と権限(分科委員会)が許容されるようになるならば、民

団現執行部で考えているのとは異なる悪影響を招来する憂慮性が濃厚である。即ち日本側

が暗に恐喝、脅迫、買収その他誘導工作などの術策に嵌って行き、かえって本意ではない

同問題に対する事前協議の内容を漏洩してしまうのではないかと見なされるので、本国で

はこのような環境にいる僑胞たちの立場を考慮して、現状そのままに諮問機関程度に参与

させることが賢い策だろうという僑胞たちの言動だったので報告する。 
長官命によって 
    治安局長 李スンドン 
 配布処 中央情報部長(第 6 局長)、外務部長官(政務局長)  

 
P206.    代表としては難しいだろう。 
    〝顧問〟の資格で交渉の経緯、内容もある程度知らせてあげられる道を用意する

ことを研究して見て知らせて下さい。 
 
P207.   大韓民国外務部 着信電報             番号 : JAW-01364 
                                                            日時 : 29 日 14 時 13 分 
   受信人 : 長官 
   発信人 : 駐日大使 
   対 WJA-01237 号 
 1. 代号で指示された僑胞代表の韓日会談法的地位関係会議への参加要請の件に関しては、 

居留民団中央総本部から 1964.1.9 付で当代表部に韓日会談法的地位関係会議に僑胞代 
表 1 名を出席させることを要請する公簡を送付して来たことがあります。 

2. 当代表部はこれに対して、次のような回信を 1964.1.20 付で送付しました。 
 (1) 1964 年 1 月 9 日付で送付したいただいた韓居中総発第 600 号に対する回信です。 

   (2) 韓日会談法的地位関係会合に僑胞代表を委員として参加させようという貴団の心

中は理解できますが、韓日会談は政府対政府間の交渉なので在日僑胞を法的地位

関係会合に参加させることはできません。  



  (3)しかし当代表部は貴居留民団の意見を充分に斟酌して韓日会談法的地位関係会合に

反映させるようにする意図なので、貴民団の名義で法的地位関係会合に提議しよう

とする意見書を当代表部に提出していただくよう願います。 
  (4) 当代表部はまた貴民団と隔意ない意見を交換して、在日僑胞に対する要望事項を十

分聴取しようと、韓日会談代表団と貴民団代表間の会合をしょっちゅう持つことを

希望します。 
3. 当代表部は JAW-01241 号で報告したように、既に 1 月 20 日に法的地位関係会合代表

と民団法的地位対策委員たちとの懇談会を開催したことがあり、また JAW-01291 号で建

議したことのある法的地位関係会合李坰浩代表及び安世勲補佐(権泰雄補佐と替置した)を

大阪と福岡に派遣し、在日僑胞との合議会を持ちましたので、ここに添言します。(駐日政) 
            受信時間 : 1964.1.29.PM2:33 

 
  
P208.   大韓民国外務部 発信電報             番号 : WJA-04092 
                                                            日時 : 10 日 14 時 30 分 
   受信人 : 駐日大使 
    
 1. 64.4.9 の外務部次官と民団の僑胞法的地位要求関連陳情団一行との面談結果、「民団で 

選出する代表 1 名を代表団の一員として参加させ、法的地位問題の討議において顧問 
の役割をしても、日本側との交渉には参与させないことで了解したことを参考に通報 
する。 ※(外亜北) 

長官 
(手書きで) 

※ 2.顧問としての任命手続き問題及び手当、そして同顧問の役割の限界等に関して研究報

告願う。任命手続きに関しては貴下の名義でするのが良いと思料され、同顧問の任命は

日本側に通告する必要はない。 
 
P209.   大韓民国外務部 着信電報             番号 : JAW-05084 
                                                            日時 : 7 日 11 時 57 分 
   受信人 : 長官 
   発信人 : 駐日大使 
   対 :  WJA-04092 
   代号で指示された法的地位関係民団顧問任命問題に関して、当地の意見を下のように 
具申しますので参照なさり指示してくださるように願います。 
1.任命手続きにおいては本職(首席代表)の名義で居留民団中央総団長を「韓日会談在日韓

人法的地位委員会顧問」として委嘱する。但し、中央総団長は当連職として委嘱する



のであるから団長更迭時には顧問職も当然更迭される。 
2.同顧問は顧問職を遂行するにおいて主に下のような任務を担当する。 
 (1) 法的地位問題に関する在日韓人の希望事項の伝達及び建議 

(2)在日韓人に対する被・斡展開 
(3)代表団との意見交換のための会合への出席 

3.但し、同顧問は下のような条件を遵守することにする。 
 (1)秘密文書(政府訓令、報告書等)の閲覧を禁じる。 

(2) 韓日会談関係委員会には出席しない。 
(3)代表部に常勤事務室は設置しない。 

4.手当に関しては実質的に顧問職を遂行する場合、適宜な日当(交通費含む)を支払わなけ

ればならないが、本部で同経費措置を取って下さるように願います。(駐日政) 
                            1964.5.7.PM2:51  
 
P210.   大韓民国外務部 発信電報             番号 : WJA-05149 
                                                            日時 : 13 日 10 時 50 分 
   受信人 : 駐日大使 
   対 : JAW-05084 
     代号法的地位民団顧問任命に関して、下のように回示する。 
 1. 任命手続き、担当任務及び遵守条件に関して本部としては異議ない。 
 2.任命対象者選定においては貴部が最も適当だと認める人事が選定されるようにするが、 
  これに関しては民団側と充分な事前協調が必要だということを為念添言する。 
 3.経費関係は交通費程度にするが、今回の支出額に関して貴部の意見を報告願う。 

(外亜北) 
長官 
 

P211.          駐日代表部 
   

駐日政 722-212                                 1964.5.25  
受信 : 外務部長官 
題目 : 法的地位委員会顧問経費 
   対 : WJA-05149 

1.代号電文 3 項で指示された法的地位委員会顧問経費は月当たり 300$を支払うように 
させていただきたい。 

2. 本件に関しては駐日総 152 号の 8 項で追加更正予算に反映できるよう、月当たり 
300$、7 ヶ月分 2,100$を計上するよう建議したことがあるので参考にして下さい。終  
                      



 
 
 
 
 
 
 
 



 

















































































 
 
  
 
 
 
 



 

 


